
●門司区
●小倉北区
●小倉南区

●若松区

●八幡東区
●八幡西区
●戸畑区

AIMビル3階
（小倉駅北側）

若松税務署
（若松区本町一丁目）

八幡税務署
（八幡東区平野二丁目）

※2月16日～３月16日は、門司・小倉税務署での申告相談は行っていません。
※3月1日（日）は、AIMビル３階で全ての区の申告相談を受け付けます。
※各日の相談枠がなくなり次第、その日の受け付けを終了します。

対象地域 確定申告会場 開設期間・受付時間
２月16日～３月16日の毎週月～金曜日
（祝日は除く、3月1日（日）は開場）
９～16時

２月16日～３月16日の毎週月～金曜日
（祝日は除く）９～16時

２月16日～３月16日の毎週月～金曜日
（祝日は除く）９～16時

所得税・贈与税・消費税の確定申告相談受付

☎３２１・５８３１（代表）

☎５８３・１３３１（代表）

☎７６１・２５３６（代表）

☎６７１・６５３１（代表）

確定申告などについての問い合わせ先

門司税務署

小倉税務署

若松税務署

八幡税務署

※1月19日～３月16日は「確定申告テレホンセン
　ター」を開設しています。確定申告に関するご相談
　は、音声案内【0】を選択してください。

確
定
申
告
の
申
告
期
限
は
3
月
16
日
ま
で

　

令
和
7
年
分
の
所
得
税
と
復
興
特

別
所
得
税
・
贈
与
税
の
確
定
申
告
の
申

告
期
限
は
３
月
16
日（
月
）で
す
。個
人

事
業
者
の
消
費
税
と
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
期
限
は
３
月
３１
日（
火
）で

す
。
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財
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・
変
革
局
課
税
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課
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2
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確
定
申
告
が
必
要
な
人

確
定
申
告
会
場
は
予
約
が
必
要
で
す

納
税
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
を

●
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
等
が
あ

る
人
で
、令
和
7
年
中
の
所
得
金
額
の

合
計
額
が
、
基
礎
控
除
、
配
偶
者
控

除
、扶
養
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
の
合

計
額
を
超
え
る
人

●
給
与
所
得
者
で
、▼
給
与
の
収
入
金

額
が
2
0
0
0
万
円
を
超
え
る
人　

▼
給
与
・
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額

が
20
万
円
を
超
え
る
人

　

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が

4
0
0
万
円
以
下
で
、公
的
年
金
等
に

係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20

万
円
以
下
の
人
は
、所
得
税
の
確
定
申

告
書
の
提
出
は
不
要
で
す
。た
だ
し
、

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の
還
付
を

受
け
る
場
合
は
、確
定
申
告
書
の
提
出

が
必
要
で
す
。

　

確
定
申
告
が
必
要
な
い
人
で
も
、市

県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。詳
し
く
は
、市
政
だ
よ
り
２

月
１
日
号
で
ご
案
内
し
ま
す
。

年
金
受
給
者
で
申
告
が
不
要
な
人

●
会
場
で
は
、原
則
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
り
、

ご
自
身
で
操
作
し
て
申
告
書
を
作
成

し
ま
す
。マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

使
っ
て
申
告
す
る
際
は
、カ
ー
ド
発
行

時
に
設
定
し
た
①
利
用
者
証
明
用
電

子
証
明
書（
数
字
４
桁
）、②
署
名
用

電
子
証
明
書（
英
数
字
６
〜
１６
文
字
）

の
パ
ス
ワ
ー
ド
が
必
要
で
す
。

※
①
②
に
つ
い
て
、忘
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
や

誤
っ
て
ロ
ッ
ク
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、住
所

地
の
区
役
所
市
民
課
か
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
特
設
コ
ー
ナ
ー
な
ど
で
再
設
定
の
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い（
詳
細
は
各
区
役
所
市
民

課
に
♥
を
）。

●
来
場
の
際
は
、源
泉
徴
収
票
な
ど
の

申
告
書
作
成
に
必
要
な
書
類
と
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
本
人
確
認

書
類
が
必
要
で
す
。

●
会
場
で
の
相
談
を
希
望
す
る
人
は
、

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
事

前
予
約
が
必
要
で
す
。各
会
場
で
当
日

配
布
す
る
入
場
整
理
券
に
つ
い
て
は
、

そ
の
日
の
相
談
枠
が

な
く
な
り
次
第
、受

け
付
け
を
終
了
し
ま

す
。

★ ★ 基本事項 の記入方法は11ページを参照　★ ★時間は24時間表記ネット申し込み（　　　）はコチラから 市のホームページはコチラから￡
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♥政策局ＤＸ・ＡＩ戦略室☎582・2144

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て

自
宅
か
ら
確
定
申
告（
e-

T
a
x
）

　

確
定
申
告
書
の
作
成
は
、国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
書
等
作

成
コ
ー
ナ
ー
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
振
替
納
税
】指
定
の
口
座
か
ら
自
動

引
き
落
と
し

※
令
和
7
年
分
の
振
替
日
は
、所
得
税
が
4

月
23
日（
納
期
限
3
月
16
日
）、消
費
税
が
4

月
30
日（
納
期
限
3
月
31
日
）で
す
。納
期
限

ま
で
に
振
替
依
頼
書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
利
用
可
能
な
Ｐ
ａ
ｙ
払

い
は
国
税
庁
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

【
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
納
付
】ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
か
ら
各
種
Ｐ
ａ
ｙ
払
い
で
納
付

▲LINEでの
オンライン事前
予約はコチラから

※
確
定
申
告
の
作
成
に
関
す
る
質
問
は
、国

税
庁
L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
も
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
向
け
た
安
心
の
サ
ポ
ー
ト
! 

オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
き
相
談
窓
口

マイナンバーカードを
作ったものの・・・

スマートフォンやパソ
コンを持っていない
人、苦手な人はどうし
たら・・・

マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
を
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

　

昨
年
12
月
2
日
か
ら
健
康
保
険
証

の
利
用
が
で
き
な
く
な
り
、「
マ
イ
ナ
保

険
証
」を
基
本
と
す
る
仕
組
み
へ
切
り

替
わ
り
ま
し
た
。

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
持
っ
て
い

る
け
ど
、保
険
証
の
利
用
登
録
が
ま
だ

…
」と
い
う
人
に
向
け
て
、各
区
役
所
に

設
置
し
て
い
る
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
き
相

談
窓
口
で
は
、オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
画
面

を
一
緒
に
確
認
し
な
が
ら
、マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
へ
の
保
険
証
の
ひ
も
づ
け

（
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
登
録
）を
サ
ポ

ー
ト
し
ま
す
。

　

そ
の
他
、市
の
各
種
手
続
き
の
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請
や
区
役
所
窓
口
予
約
も

サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
こ
の
機

会
に
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
き
相
談
窓
口
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

・平日（祝・休日は除く）8時30分～17時15分（木曜日は19時まで）
・予約不要
・設置場所は各区役所総合案内にお尋ねください

●この後の操作は、オペレーターが話を
　聞きながら遠隔で行います。
    ※パスワードはご自身で入力していただきます。

◆マイナポータルでの手続き
　・マイナ保険証の登録
　・公金受取口座の登録や確認
　・わたしの情報（税・お薬・予防接種など）の確認　など

◆市の電子申請での手続き
　・市の各種電子申請
　・各種イベント申し込み
　・市政だより「まちがい5」の申し込み　など

◆区役所窓口予約

●氏名・住所などの入力が必要な場合も、窓口に設置したカメラ
　を使って、オペレーターが免許証などに記載の情報を代理入力
　します。

オンライン手続き相談窓口利用の流れ

オペレーターに相談できること

区役所に行く1

端末の前に座る2
窓口につなぐ画面の　　　　　　　 を押す3

22

33オペレーターにテレビ電話
でつながります

▲「確定申告書等
作成コーナー」

▲キャッシュレス
納付について

?

▲国税庁LINE
公式アカウント
はコチラ


